
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 80 号 2018 年 7 月発行 

☆近鉄名張駅東口を出て、市役所方面へ徒歩 5分 

  

©2017「彼らが本気で編むときは、」製作委員会 

 三重県内男女共同参画連携映画祭２０１８（名張市会場）が開催されました！ 

７月１日（日）名張市総合福祉センターふれあいにおいて、三重県内男女共同参画連携映

画祭２０１８が開催され、「彼らが本気で編むときは、」が上映されました。 

【映画のあらすじ】 

 母親が姿を消し、ひとりきりになった小学５年生のト

モは、叔父であるマキオの家に向かいます。マキオは、リ

ンコという美しい恋人と暮らしていました。 

 温もりや愛情を注いでくれるリンコに、戸惑いながら

も信頼を寄せていくトモ。本当の家族ではないけれど、３

人で過ごす特別な日々は、人生のかけがえのないもの、本

当の幸せとは何かを教えてくれる至福の時間になってい

きます。 

 嬉しいことも、悲しいことも、それぞれの気持ちを編み

物に託して、３人が本気で編んだ先にあるものは・・・ 

【映画祭会場の様子】 

映画祭当日は、会場が涙と笑いで溢れ、とても楽しんでいただけたようでした。「すごくよ

かったです。もっとたくさんの人に観てもらいたい映画でした」、「男性だから女性だからは

ないですね。真心、愛だけです」といった感想をいただきました。また、「人は多種多様。知

ることって大事だなと思った」、「大人が子どもに呪いをかけるシーンが多くあり、辛く考え

るものだった」と、深く考えながら映画を見ていただいた感想も多く見られました。 

 また、会場では男女共同参画に関するパネル展示も行われました。参加された皆さんにも

興味深く見ていただきました。 

≪当日会場の様子≫                  ≪パネル展示の一部≫ 
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 三重県内男女共同参画連携映画祭 2018「彼らが本気で編むときは、」アンケート結果 

 

「彼らが本気で編むときは、」上映後回収させていただいたアンケート結果です。

皆様のご意見・ご感想を参考に、来年度もご満足のいく映画祭を開催したいと思

います。アンケートにご協力いただきまして、ありがとうございました。 

 

多くの方に、映画祭を楽しんでいただ

けました！ご参加いただいた皆様、本当

に有難うございました！ 

良いご感想をたくさんいただきました

が、中でも「いろいろ考えた」という感想

が多くみられました。今回の映画をきっ

かけに、性別に関わらず一人ひとりが幸

せに過ごせる「男女共同参画社会」への理

解を深めていただけたら幸いです。 

今後も、皆様のご意見を参考に、同事業

を行っていきたいと思います。 

・いろいろ考えさせられと

てもよかった。りんこの

母すばらしかった！！ 

・子供は親を選べない 

・教育の現場にもぜひこう

いった内容の映画を。も

うそんな時代だと思う。 

・いろんな人がいて当たり

前と思えたし、それでよ

いと思った。そんな社会

になればだれもが生き

やすい。 

など 

≪映画について≫ 

≪男女共同参画意識等について≫ 

・大事なことに気づか

されました。 

・幸せは本人しかわか

らない。 
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えさせられる。 
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≪映画の有料化について≫ 
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去る６月 23日から 29日までは男女共同参画週間でした。名張市では、街頭啓発やパネ

ル展や街頭啓発を行いました。 

街頭啓発は、6 月 22 日に市内大型店舗や駅計 8 か所で実施し、「男女共同参画」につい

て考えていただくため、市民活動団体の皆様にご協力いただき、啓発物品を配布しました。

毎月 22日が名張市の「男女共同参画について考える日」であることも呼びかけました。 

 パネル展では、三重県内男女共同参画連携映画祭 2018で「彼らが本気で編むときは、」

を上映するのに合わせて、性的マイノリティを主なテーマに取り上げました。多様な性のあ

り方や、ジェンダーの疑問、トランスジェンダー 

についてなどを、やなせ宿と名張市役所ロビーで 

展示し、訪れた皆様に見ていただきました。 

男 女 共 同 参 画 週 間 の 啓 発 を 行 い ま し た ！ 

「第 5回ファザー・オブ・イヤーinみえ」を
募集します！ 
 家庭や地域でステキな子育てをしている男
性（＝育児男子）や、部下の仕事と育児の両立

をしっかり応援してくれる職場の上司（＝イ
クボス）、育児と仕事の両立に関するエピソー
ドや実践事例などを、自薦・他薦により募集し
ています。 
募集期間 6／1（金）～8／31（金）まで 

父と子で自然と触れ合っている写真を募集し
ます！ 
 自然の中で子どもとじっくり向き合い、思
い切り遊んでいる写真を SNS を通じ発信す

ることで「子どもの生き抜いていく力を育む
子育てに父親が積極的に参画することを目的
に「みえの自然体験親子発信キャンペーン」を
実施しています。 
募集期間 6／1（金）～10／31（水）まで 

三重県では、平成 26年度から男性の育児参画を後押する「みえの育児男児プロジェクト」

を実施しています。その結果、全国平均を下回っていた男性の育児時間は、平均を上回り 10

位になりました。県職員の意識改革も進められ、2017年度は男性職員の育児休業取得率は

約 25％になりました。 

www.pref.mie.lg.jp/D1KODOMO/000117883.htm 「みえの育児男子プロジェクト」 

 

http://www.pref.mie.lg.jp/D1KODOMO/000117883.htm


 

女性のための相談 

※祝日はお休みです。 

毎週 水曜日 午前９時～正午 予約優先 

電話相談可 毎週 金曜日 午後１時～4時 

女性弁護士による 

法律相談 
  毎月 第１ 金曜日 

午前１０時～正午 要予約 

面談 午後１時～３時 

男性のための相談   毎月 第２ 木曜日 午後５時～７時 
予約優先 

電話相談可 

メンタルヘルス相談 

（男女共） 

毎月 第３ 木曜日 午前１０時～正午 要予約 

面談        第４ 火曜日 午後１時～４時 

人権相談 
毎月２回 

※詳しくは、名張市人権センター（☎６３-００１８）へお問い合わせ下さい。 

要予約 

面談 

ご意見・ご感想をお聞かせください。 

 

名張市男女共同参画センター 
 

三重県名張市希央台 

５番町１９番地 

Navarie2 階 

名張市市民情報交流センター内 

 

Tel  0595-63-5336 

Fax   0595-63-5326 

e-mail danjo-center@emachi-nabari.jp 

http://www.emachi-nabari.jp/danjo-center/ 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

女性弁護士

による法律相談

10：00～12：00

13：00～15：00

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～16：00

5 6 7 8 9 10 11
男性のための相談

17：00～19：00

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～16：00

12 13 14 15 16 17 18
人権相談 メンタルヘルス相談

13：30～16：00 10：00～12：00

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～16：00

19 20 21 22 23 24 25
人権相談

13：30～16：00

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～16：00

26 27 28 29 30 31
メンタルヘルス相談

13：00～1６：00

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～16：00

●予約電話　６３－５３３６

休館日

休館日

休館日

休館日

名張市男女共同参画センター

 
    【世界人権宣言７０周年】 

    世界人権宣言は、すべての人間が生ま 

   れながらに基本的人権を持っているとい 

うことを、初めて公式に認めた宣言です。 

 １９４８年１２月１０日、フランス・パリで開かれた

第３回の国際連合総会で、「すべての人民とすべての国 

とが達成すべき共通の基準として、「世界人権宣言」が

採択されました。 

 この宣言の中には、「自由権」と「社会権」がともにう

たわれています。「自由権」として、身体の自由、拷問・

奴隷の禁止、思想や表現の自由、参政権など「社会権」

として、教育を受ける権利や労働者が団結する権利、人

間らしい生活をする権利などが含まれています。 

mailto:danjo-center@emachi-nabari.jp
http://www.emachi-nabari.jp/danjo-center/

